
事 務 連 絡

令和８年４月２２日 

各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課 

御中 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

附属学校を置く各国公立大学法人担当課 

小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課 

「令和８年度 歯と口の健康週間」の実施について 

標記について、別紙実施要領により実施することとなりました。 

ついては、域内の教育委員会及び学校に対し、本週間の趣旨等の周知を図ると

ともに、この機会に、学校歯科保健参考資料「『生きる力』を育む学校での歯・

口の健康づくり令和元年度改訂」等の指導参考資料を広く活用し、指導の充実を

図るほか、歯の保健指導に関する学校と家庭との連携に一層配慮いただくよう

お願いします。 

なお、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、

全ての学校へ一律に周知する以外にも、例えば、他案件とまとめた周知の実施や

教育委員会主催の教員研修の場での配布等、貴課において適切に御判断いただ

くようお願いします。 

（参考資料） 

・『生きる力』を育む学校での歯・口の健康づくり 改訂版 

・歯科保健教育指導事例集

掲載 URL（文部科学省 HP） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353638.htm 

（担当） 

文部科学省総合教育政策局 

健康教育・食育課保健指導係 

TEL：03-5253-4111(2918) 

「令和８年度 歯と口の健康週間」の実施についてお知らせするものです。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353638.htm


令和８年度 歯と口の健康週間実施要領 

 

１．目  的 

この週間は、歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するとと

もに、歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着を図り、併せてその早期発見及び

早期治療等を徹底することにより歯の寿命を延ばし、もって国民の健康の保持増進

に寄与することを目的とする。 

 

２．標  語  

歯みがきは 体を守る 最前線 

 

３．本年度の重点目標  

心と体を支える歯と口の健康づくり 

～生涯にわたる口腔健康管理の推進～ 

乳幼児期から高齢期まですべてのライフステージにおける歯と口の健康に関する

正しい知識を啓発するとともに、適切なセルフケアと定期的なプロフェッショナ

ルケアを推進することが、健やかな心と体を育むために重要であることから、「心

と体を支える歯と口の健康づくり」を重点目標とする。 

 

４．実施期間 

  令和８年６月４日（木）から同年６月１０日（水）までとする。 

 

５．主  催 

 （中央）厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会 

 （地方）都道府県、保健所を設置する市、特別区、都道府県教育委員会、市町村

教育委員会（特別区の教育委員会を含む）、都道府県歯科医師会、郡市区

歯科医師会（特別区の歯科医師会を含む） 

 

６．協  力（予定） 

（中央）人事院、内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、防衛省、こ

ども家庭庁、日本民営鉄道協会、日本赤十字社、健康保険組合連合会、国

民健康保険中央会、全国農業協同組合中央会、全国農業共済協会、全国厚

生農業協同組合連合会、全国漁業協同組合連合会、日本林業協会、大日本

水産会、恩賜財団済生会、国家公務員共済組合連合会、日本医師会、日本

薬剤師会、日本看護協会、日本助産師会、日本学校保健会、中央労働災害



防止協会、日本歯科衛生士会、日本歯科技工士会、８０２０推進財団、口

腔保健協会、日本公衆衛生協会、日本口腔保健協会、日本新聞協会、日本

放送協会、日本民間放送連盟、主婦連合会、日本歯磨工業会、日本歯科商

工協会、生命保険協会、全国国公立幼稚園・こども園長会、全日本私立幼

稚園連合会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国高等学校長協

会、日本保育協会、全国私立保育連盟、全国社会福祉協議会、日本栄養士

会、日本食生活協会、母子保健推進会議、母子衛生研究会、恩賜財団母子

愛育会、全国心身障害児福祉財団、全日本ブラシ工業協同組合、健康・体

力づくり事業財団、全国老人クラブ連合会 

 （地方） 中央において協力を得る機関及び団体の地方組織並びにその他の関係 

     団体等で、主催者が適当と認めたものについてはそれぞれに地方の実情 

     に応じて協力を得るものとする。 

 

７．実施方法 

 （中央） 主催者は、相互に連絡協調し、報道機関等を通じて普及・啓発を行う。 

      また、ポスター、広報資料等を作成し、関係方面へ配布する。 

 （地方）（1）広報機関等による普及・啓発 

       主催者は相互に連絡を取り、自己の広報機関を活用するとともに、 

      報道機関へ各種資料を提供すること等により、「週間」の普及・啓発 

      を図る。 

     (2）各種催物等の開催 

       講習会、講演会、映画会、スライドフォーラム、展示会等を開催し 

      て、「週間」の趣旨の理解を図る。 

     (3）口腔診査と歯科保健指導・相談等の実施 

       保健所、市町村保健センター、保育所、幼稚園、学校、事業所、病 

      院、口腔保健センター、診療所等において実施する。 

       実施にあたっては、地域の歯科診療所の歯科医師（かかりつけ歯科 

      医師）等との連携の下に行われることが望ましい。 

     (4）標語、作文、絵画等の募集 

       児童・生徒から広く募集して、「週間」の趣旨を地域社会に普及･啓 

      発を図る。 

     (5）その他 

       (1)～(4)に掲げるもののほか、それぞれの地方の実情に応じた適切 

      な事業を創意工夫して実施する。 
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